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去る 9 月 28 日（土曜日）、静岡市清水区（清水テルサ）で倉田哲郎箕面市長の講演があっ

た。テーマは箕面市が取り組む社会的雇用のこと。静岡県内の幅広い実行委員会主催のシン

ポジウムで実現した。市長は最後に会場に向け、次の言葉を投げかけられた。 

「始めなければ、進まない。時間はかかる。でも、どこかで誰かが始めなければ「始めなければ、進まない。時間はかかる。でも、どこかで誰かが始めなければ「始めなければ、進まない。時間はかかる。でも、どこかで誰かが始めなければ「始めなければ、進まない。時間はかかる。でも、どこかで誰かが始めなければ    世界は世界は世界は世界は

変わらない。『誰かが始めてくれる』と思ってはいけない」変わらない。『誰かが始めてくれる』と思ってはいけない」変わらない。『誰かが始めてくれる』と思ってはいけない」変わらない。『誰かが始めてくれる』と思ってはいけない」    

当事業団も、この講演会に向け、一緒に準備をさせてもらったが、改めて原点を確認でき

た思いで一杯だった（関連記事が P.２～４にあります）。 
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障害者事業団をもっと知っていただきたいシリーズ⑪ 

よくあるご質問 

「社会的雇用はいつ頃から始まったのですか?」に答えて（後編） 

事業団日誌 

就労支援課の取り組み 

重度障害者市民のＶｉｅｗｐｏｉｎｔ 

連続講座の報告 

働く顔 

編集後記 
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障害者事業団をもっと知っていただきたいシリーズ⑪ 

 

 

 

前号では、社会的雇用の歴史を４つの時期に分けて、前半について記述した。後編に移る前に、さらに詳細な

原稿を次の雑誌に掲載する機会を得たのだが、この雑誌原稿との整合性を考え、改めて４つの時期については名

称も含め下記のように訂正したい。 

 

● 雑誌名等 

「自治体が市民とともに作ってきた社会的雇用の取り組み－福祉と労働の谷間を埋めるために」、『リハビ

リテーション研究』№156、（公財）日本障害者リハビリテーション協会、平成 25 年（2013 年）9 月 1 日

発行 

 

● ４つの時期の区分（訂正後） 

第一期（黎明期）＝昭和 57年度（1982年度）～平成 2年度（1990年度） 

第二期（発展期）＝平成 3年度（1991年度）～平成 6年度（1994年度） 

第三期（改変期）＝平成 7年度（1995年度）～平成 20年度（2008年度） 

第四期（提案期）＝平成 21年度（2009年度）～平成 25年度（2013年度） 

 

 また、前号では、次のように記載したが、上記雑誌への投稿を行う際、改めて調べたところ、認識の誤りに気

づいたので、こちらも訂正したい。 

 「この報告書（『障害者雇用促進制度調査研究』最終報告のこと）には、『社会的雇用』の文言は見当たらず、

同じことを『社会的事業所』という表現で表している（P.3）」の箇所だが、実は最終報告が出る前の中間報告で

「社会的雇用」の文言を使っていたのである。 

 したがって、箕面市で初めて「社会的雇用」という表現を用いたのは、平成 4 年度（1992 年度）ということ

になる。 

 以上、お詫びし、本論に入っていきたい。 

 

 

 よくあるご質問よくあるご質問よくあるご質問よくあるご質問    

「社会的雇用はいつ頃から始まったのですか？」に答えて「社会的雇用はいつ頃から始まったのですか？」に答えて「社会的雇用はいつ頃から始まったのですか？」に答えて「社会的雇用はいつ頃から始まったのですか？」に答えて((((後編後編後編後編))))    

一般財団法人箕面市障害者事業団 常務理事 兼 事務局長 栗原 久 
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 ＜第三期（改変＜第三期（改変＜第三期（改変＜第三期（改変期）期）期）期）＝平成＝平成＝平成＝平成 7777 年度（年度（年度（年度（1995199519951995 年度）～平成年度）～平成年度）～平成年度）～平成 20202020 年度（年度（年度（年度（2008200820082008 年度）年度）年度）年度）＞＞＞＞    

 前号の最後に「現在のように、賃金補填を明確にした制度に発展するのは、平成９年度（1997 年度）からで

ある」と書いた。 

 このときから、ほぼ現在の助成体系である「障害者助成金」「援助者助成金」「作業設備等助成金」というスタ

イルが出来上がるが、これは、箕面市と障害者団体、そして当事業団も含めた意見交換の結果であり、まさに、

この時期が「改変期」と言える所以である。 

 なお、当時は障害者一人当たり幾らという定額補助であったが、後に平成 22年度（2010年度）からは、これ

が定率補助（支払賃金の３／４、上限額あり）に変わる。 

 また、平成９年度（1997 年度）からは、箕面手をつなぐ親の会が運営する「つながり工房ふるる」「つながり工房ふるる」「つながり工房ふるる」「つながり工房ふるる」がマドレ

ーヌ等の焼き菓子製造で、平成 11年度（1999年度）からは、「障害者市民「障害者市民「障害者市民「障害者市民事業所事業所事業所事業所    ぐりーん＆ぐりーん」ぐりーん＆ぐりーん」ぐりーん＆ぐりーん」ぐりーん＆ぐりーん」が花販

売で、社会的雇用の場としてスタートする。 

 この時期の終わりに近い平成 18 年度（2006 年度）には、「箕面市における障害者事業所が行う社会的雇用の

今後のあり方について～最終報告～」を当事業団が発刊し、社会的雇用の理論的整理を試みることとなった

（http://www.minoh-loop.net/pdf/s-koyou-s.pdf）。 

 

 

 ＜第四期（提案＜第四期（提案＜第四期（提案＜第四期（提案期）期）期）期）＝平成＝平成＝平成＝平成 21212121 年度（年度（年度（年度（2009200920092009 年度）～平成年度）～平成年度）～平成年度）～平成 25252525 年度（年度（年度（年度（2013201320132013 年度）年度）年度）年度）＞＞＞＞    

 障がい者制度改革推進会議が平成 22 年（2010 年）1 月にスタートし、障害者自立支援法後の法制度を検討す

るための総合福祉部会が幕を開けたのが同年 4月である。 

 同部会メンバーに箕面市の倉田哲郎市長が入ったこと、そしてその後の国への提案内容等は、既報のとおりで

ある。 

 総合福祉部会で激論の末にまとまった「骨格提言」には、多様な就労の場に関する試行事業（パイロット・ス

タディ）の実施も盛り込まれた。 

 ところで、総合福祉部会の場等で提案してきている「賃金補填」は、日本ではまだ国制度としては成立してい

ないが、欧州では保護雇用として取り組まれているものである。 

 「賃金補填」への批判的な意見の中には「障害者賃金に公費が入ると、働く意欲が低下するのでは」といった

疑問や「楽な制度ではないのか」といった誤解がある。 

 この点、本号表紙で紹この点、本号表紙で紹この点、本号表紙で紹この点、本号表紙で紹介した静岡講演で、倉田哲郎箕面市長は介した静岡講演で、倉田哲郎箕面市長は介した静岡講演で、倉田哲郎箕面市長は介した静岡講演で、倉田哲郎箕面市長は「実は厳しい、箕面市の社会的雇用の制度」「実は厳しい、箕面市の社会的雇用の制度」「実は厳しい、箕面市の社会的雇用の制度」「実は厳しい、箕面市の社会的雇用の制度」とととと

いう話をされた（次頁参照）。いう話をされた（次頁参照）。いう話をされた（次頁参照）。いう話をされた（次頁参照）。    

 障害者総合支援法における就労継続支援 A型や B型だと、福祉事業会計、つまり職員の給与は公費で保障され

るが、就労支援会計、つまり障害者の工賃は利益次第となっている。 

 その結果として、A型（雇用型）の２～３割が最低賃金減額特例を受けていると推測され（セルプ協調査によ

る http://www.selp.or.jp/info/temp/130723_01.pdf）、また B型（非雇用型）の平均工賃が月額１万円台という実

態がある。 

 一方、社会的雇用の場合は、こうした会計の区別はなく、障害者も（援助スタッフとして制度上は位置づけら

れる）健常者も、一緒になって稼ぎ出していかないと、事業所が維持できない仕組みになっている。 

 障害者への賃金補填は、支払額の３／４（現行制度）であり、援助スタッフへの補助も、全額公費で保障され

てはおらず、その上で最低賃金以上の支払いを行っている。 

 決して「楽な制度」ではないのだが、障害者も健常者も対等に働き合う関係性を求めて、市と市民（障害者団

体）が協働して創り上げてきた制度である。 

 改めて、箕面市の社会的雇用制度が行う「賃金補填」への誤解を解いておきたい。 
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なお、この時期、社会的雇用の事業所に異動があった。 

 先述の「ぐりーん＆ぐりーん」「ぐりーん＆ぐりーん」「ぐりーん＆ぐりーん」「ぐりーん＆ぐりーん」が就労継続支援 B型に運営形態を変更し、逆に作業所制度から「障害者共働事「障害者共働事「障害者共働事「障害者共働事

業所業所業所業所    たんぽぽ」たんぽぽ」たんぽぽ」たんぽぽ」が社会的雇用に移った。 

 他にも社会的雇用の場への移行を希望した作業所があったものの、経営分析等をもとに、1 か所のみ可能とな

ったが、このことからも、社会的雇用の制度そのものが、決して「楽な制度」ではないことが分かると思う。 

 平成 25年（2013年）4月に施行された障害者総合支援法は、附則で 3年後の就労支援等の見直しを記載して

いるが、議論の素材としても、最後に倉田市長の講演資料の一部を紹介しておきたい。 

    

「社会的雇用による障害者の自立支援～大阪府箕面市の取り組み～「社会的雇用による障害者の自立支援～大阪府箕面市の取り組み～「社会的雇用による障害者の自立支援～大阪府箕面市の取り組み～「社会的雇用による障害者の自立支援～大阪府箕面市の取り組み～    平成平成平成平成25252525年年年年9999月月月月28282828日日日日    しずおか障がいしずおか障がいしずおか障がいしずおか障がい

者雇用者雇用者雇用者雇用シンポジウム資料（箕面市長シンポジウム資料（箕面市長シンポジウム資料（箕面市長シンポジウム資料（箕面市長    倉田哲郎）」より抜粋倉田哲郎）」より抜粋倉田哲郎）」より抜粋倉田哲郎）」より抜粋    
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事業団日誌事業団日誌事業団日誌事業団日誌    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月からリサイクル部門の担当となりました。これまでは市内の公園花壇などの植栽管理を

行う緑化部門の担当として皆と一緒に業務を行ってまいりました。今回はリサイクル部門へ異

動して、はじめての業務を日々行う中で自分が感じたことを紹介せて頂きたいと思います。 

 

 

以前、従事しておりました緑化部門の業務のほとんどは屋外での作業となります。一方、今

回、私が担当させていただくリサイクル部門は、すべてリサイクルセンター内のカン・ビンの

選別業務となり、年間通して屋内の作業となります。はじめは、外の業務から屋内の業務への

環境の変化に少し戸惑いましたが、目の前のライン業務を覚えることに集中しなければならな

いため、戸惑っている余裕もなく、臨時職員さんや障害者職員のみんなに現場の業務を教えて

頂きながら、あっという間に数ヶ月が経過したという感じです。 

 

 

毎日、皆と作業をしながら、まず、感じたのは、リサイクルの業務はライン作業となるため、

緑化部門のように気象状況や花の生育状態によって予定の業務や場所を変更したりすることは

なく、１日の見通しが立ち易いルーティーンワークを得意とする職員にとってはとても分かり

易い業務であると思いました。 

リサイクルに従事している１号職員（障害者職員）はみな熟練選手なので、作業の段取りや

リサイクルセンター内の細かなことまで、よく知っています。異動して間もない頃の自分にい

ろいろ教えてくれる職員もおりました。また、障害のある職員同士の、それぞれの特性をわか

っている者もおり、作業のサポートを行ったりもしています。例えば、作業用手袋の洗濯当番

は 1 日ごとの持ち回りとなるのですが、時間内に終わっていない人がいれば、1 人の職員がそ

れに気づき、当番の職員に声を掛け、急ぐように促したり、また、洗濯をカゴに揃えて入れる

のを一緒に手伝ったりしています。長年、一緒に仕事をしていると当たり前に思える行動でも

異動したばかりの自分には凄く皆の連携が取れていると感じました。そんなピアサポートが

日々の業務の中で自然と行われています。思えば、リサイクル部門に限らず、緑化部門におい

ても、１号職員が、実習に来られた実習生を先導して作業を行っていることもありました。自

分がそこに長くいると、それが当然のように気づかないものなのだと気づきました。 

 

 

最後になりましたが、緑化部門、そしてリサイクル部門をいま経験して感じているのは、人

それぞれの作業能力はある程度、限界はあるかも知れません。しかし、毎日の繰り返しによっ

て、その人ができる範囲は広がっていくということをつくづく実感しています。それには、当

然、本人たちの努力もありますが、現場に一番近い臨時職員さんたちやお互いのサポートが日々

うまく機能していて、そんな幾つもの皆の努力があってはじめて一人の人が当たり前に働ける

環境が生まれているのだということを今回の異動によって改めて感じています。  

（寺井） 
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就労支援課から 

 

定定定定定定定定年年年年年年年年退退退退退退退退職職職職職職職職ままままままままでででででででで働働働働働働働働きききききききき続続続続続続続続けけけけけけけけるるるるるるるる人人人人人人人人たたたたたたたたちちちちちちちち        
～就労生活の最後のステージに向かう人への敬意～就労生活の最後のステージに向かう人への敬意～就労生活の最後のステージに向かう人への敬意～就労生活の最後のステージに向かう人への敬意を込を込を込を込めてめてめてめて～～～～                

 

 就労支援課(障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター)で支援を続けてきた２名

の方が、65 歳の定年まで働き続けて、まもなく退職します。お二人とも 60 歳の定年後も引き続

き再雇用制度により働いておられました。 

 Ａさん、Ｂさんが最初に働き始めたのは 40 年以上も前のこと。障害者事業団ができるよりも前

から、企業での就労に励んでおられたことになります。改めて、当時の障害者雇用の受入れ環境の

ことを考えると、Ａさん、Ｂさんの長年の頑張りと、お二人を支援されていた当時の支援者の熱意

には、ただただ畏敬の念を抱くばかりです。 

これからは、Ａさん、Ｂさんと一緒に退職後の生活を考えていくなど、就労生活の最後の支援が

待っています。長年にわたり引き継がれてきた就労支援のバトンの重みを感じながら、「アンカー」

となる私たちは、しっかりと向き合っていかねばと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年、会社の業績悪化のために、２５年間勤

務していた会社を退職したＡさん。雇用支援センター

の通所を経て、2004 年にスーパーの品出しの仕事

で就職。早朝 7 時からの仕事にも関わらず、休まず

に出勤し、元気のよい挨拶で職場の雰囲気を和ませて

おられます。 

2014 年 1 月、65 歳を迎えるため、定年退職が

予定されています。先日、最後の雇用契約の手続きに、

就業・生活支援センターのスタッフが立ち会いまし

た。 

2002 年、休日に出かけた海釣りでテトラポット

の上から足を踏み外して海へ転落。大腿部骨折により

会社での勤務を続けることができなくなったＢさん。

雇用支援センターの通所を経て、2004 年に高齢者

福祉施設の清掃業務で就職。雇用支援センターの通所

時は、怪我が十分に回復していなかったため、三点杖

を使っての通所も時間がかかっていたが、持ち前の頑

張りで就職されました。まもなく 65 歳になるＢさ

ん。今年度末までの雇用契約期間満了で退職すること

が決まっています。 



ＫＳＫＱ（障害者事業団だより No４４） 第３種郵便物認可 通巻 7744 号 2013 年 11 月 28 日発行 

- 7 - 

 

新人職員新人職員新人職員新人職員    奮闘中奮闘中奮闘中奮闘中!!!!!!!!    ～～～～    もちろん他のスタッフも奮闘中もちろん他のスタッフも奮闘中もちろん他のスタッフも奮闘中もちろん他のスタッフも奮闘中!!!!    ～～～～    

 

 就労支援経験者の採用を続けてきた就労支援課の正規職員ですが、昨年 12 月からは支援経験の

ない職員が仲間に加わりました。『率直な感性』と若さゆえの熱意で、障害のある方々や雇用企業

の皆さんの支援に向き合っています。新人だけでなく中堅もベテラン職員も、よりよい支援のため

に日々研鑽に励んでいます。これまでと同様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

障害者雇用支援センター障害者雇用支援センター障害者雇用支援センター障害者雇用支援センター((((就労移行就労移行就労移行就労移行))))、利用者募集中です。、利用者募集中です。、利用者募集中です。、利用者募集中です。    

～～～～多くの方の企業での就職多くの方の企業での就職多くの方の企業での就職多くの方の企業での就職が実現したため、利用受入れに余裕があります～が実現したため、利用受入れに余裕があります～が実現したため、利用受入れに余裕があります～が実現したため、利用受入れに余裕があります～    

 

 箕面市障害者雇用支援センターは、

障害者総合支援法に基づき指定を受

けている就労移行支援事業所です。原

則２年以内の施設通所の取り組みを

通じて、一般企業での就職を目指しま

す。ここ５年間で、75 名中 62 名の

方の企業での就職が実現できました。

（利用終了者に占める就職率 83％） 

 また、今年の４月以降は、就職が決

まった人が 11 名おられます。就職に

より施設を退所する方が増えている

ため、雇用支援センターでの利用受入

れに余裕がある状況となっています。 

 施設の見学、詳細な説明をご希望の方は、お電話でお問い合わせください。 

電話 072-723-8801 (箕面市障害者雇用支援センター)  

事業団で働くことになって、もうすぐ１年になります。たくさんの

利用者さんと関わる中であっという間のように思いますが、毎日がと

ても充実しています。利用者さんの就職が決まった時は、自分のこと

のように嬉しいです。 

人生の中で「働く」ということはとても重要なこと。事業団での仕

事を通じて、一人ひとりの利用者さんに微力ながらも携わることがで

きることを誇りに思います。決して一筋縄ではいかない仕事ですが、

職業人として向き合うことに責任を感じながら毎日を過ごしていま

す。 

「みんな違って、みんな良い」そんなことを意識しながら、これか

ら他の職員さんと共に悩み、喜びながら、利用者さんへの支援を一生

懸命頑張っていきたいです。 
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●前回の振り返り●前回の振り返り●前回の振り返り●前回の振り返り    

    さて前回は、障害者支援のヘルパー不足について、ＮＰＯ法人箕面市障害者の生活と労働推進協議会の丸橋さ

んと、株式会社ケアステーションかとれあの鍵谷さんに、ご意見をお伺いしました。丸橋さんからは給料の面で、一

般のアルバイトよりヘルパーの時給は高い方だが、正規雇用の職員の給料では一般企業の平均給料より安く抑え

られていること。鍵谷さんから、一般社会の多くの人が「ヘルパー」といえば「高齢者の介護ヘルパー」と思われ、そ

の仕事が特別視をされて、避けられるようになってきているのではないかということでした。 

 そのことから、障害者支援のヘルパー不足を解消する仕組みを、福祉行政や事業所や私たち利用者の三者で考

えていかなければいけないと思いました。その一つとして、いろいろな団体と共同でヘルパー養成講座などを開催

できるように、働き掛けていきたいと思いました。 

●障害者支援のヘルパーさんの声は？●障害者支援のヘルパーさんの声は？●障害者支援のヘルパーさんの声は？●障害者支援のヘルパーさんの声は？    

障害者支援のヘルパー不足について、私の介助に入ってもらっているヘルパーさん３名にその考えをお伺いしま

した。 

◇◇◇◇ＡＡＡＡさん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）    

    ヘルパーの活動は約３年になります。ヘルパーとして働く事になったきっかけは、紹介です。現在働いている事業所の職

員から、ヘルパーとして活動してみませんかと紹介されて働く事になりました。それまではヘルパーとして働く事など全然考えて

いなかったのですが、６年ぐらい前に箕面に引っ越してきてから、箕面という場所・土地に惹かれ、箕面で働けるなら「どんな

仕事でもいいや」という気持ちだったので、たまたま降って湧いてきたヘルパーの仕事を始める事になりました。 正直、この

仕事を始める前はヘルパーの仕事に興味もなく、ましてや今まで自分が過ごしてきた環境で障害者の方と関わるきっかけが

なかったので、働きはじめてから、「こういう仕事があるんだ」「障害を持たれている方で、様々な問題を抱えながらも、自分の

生活を前向きにエンジョイしている人がいるんだ」と、初めて知る世界ばかりでした。そういう自分を振り返ってみると、若い人が、

障害者のヘルパーの仕事にくいつかない理由の一つとして、この仕事の事を知らないという人が多いという事も考えられま

す。 給料が安いという、経済的な問題も多少はあるかもしれませんが、これに関しては、ヘルパーの仕事に関わらず、他の

仕事でも少ない仕事はありますし、大きな問題ではないような気がします。資格を取るためのお金に関しても、同じかなと思い

ます。やはり、働く選択肢として、「障害者のヘルパー」が、一般的に認知されていない事が大きいのかな？と思います。 

◇◇◇◇ＢＢＢＢさん（２０代の登録ヘルパーの方）さん（２０代の登録ヘルパーの方）さん（２０代の登録ヘルパーの方）さん（２０代の登録ヘルパーの方）    

この仕事（ヘルパー）をしていると、いろんな人間関係ができて、すごく面白そうだったから。人助けをしたかったから。友達

が障害者市民だったから、自然にヘルパーになっていた。一般の会社と違い、時間が自由に使えるから。ヘルパーの仕

事のイメージが、若い人たちはグレイっぼく見えてしまっている。もちろん、ヘルパー給料が大きい会社と比べると非常に低いと

思っている。 

◇◇◇◇ＣＣＣＣさん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）さん（３０代の職員の方）    

    C さんは、会社の業績ではなく、人の役に立つ社会的に意義のある仕事がしたかったという方で、故郷の箕面で

偶然に見つけた事業所の募集要項が楽しそうだったからと、応募したのが今の事業所で働くきっかけだったそうで

す。ヘルパーの仕事は１年３ヶ月ほどで、まだ業界を知らない人に近い感覚を持ち合わせているとのことで、その観

点から話して頂きました。 

No.２９ 

読者の皆さん、こんにちは。さて今回は、前回に引き続き障害者支援のヘル読者の皆さん、こんにちは。さて今回は、前回に引き続き障害者支援のヘル読者の皆さん、こんにちは。さて今回は、前回に引き続き障害者支援のヘル読者の皆さん、こんにちは。さて今回は、前回に引き続き障害者支援のヘル

パーが、性別や年代を問わず少なくなってきている現状について、私の介助にパーが、性別や年代を問わず少なくなってきている現状について、私の介助にパーが、性別や年代を問わず少なくなってきている現状について、私の介助にパーが、性別や年代を問わず少なくなってきている現状について、私の介助に

入ってもらっているヘルパーさんにお聞きし、そこから障害者支援のヘルパー入ってもらっているヘルパーさんにお聞きし、そこから障害者支援のヘルパー入ってもらっているヘルパーさんにお聞きし、そこから障害者支援のヘルパー入ってもらっているヘルパーさんにお聞きし、そこから障害者支援のヘルパー

不足のことについて、考えてみたいと思います。不足のことについて、考えてみたいと思います。不足のことについて、考えてみたいと思います。不足のことについて、考えてみたいと思います。    
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 登録ヘルパーの時給だけを見るなら、他のアルバイトなどと比べても、決して遜色はないとは思うが、時間や曜日が固定さ

れた仕事が必ずしもいつもあるのではなく、トータルすると割安になってしまうことが多いのかもしれない。平均給与が他の業

界より少ないというのは現実だと思う。経済誌でも、他業界と比べて介護業界の平均年収は圧倒的に低く紹介されて、安

定的でそれなりの給与水準の仕事を求める若者は、敬遠するのかもしれない。その結果、職員の平均年齢が上がり、そこ

に登録する人の年齢も自然と上がってくるのではないか。 

 学生が興味を持てない、というより興味を持つ機会がなかったというのが大きいのではないか。私自身、学生時代に障害

者支援のヘルパーのことを知っていれば、登録ヘルパーをしていたかもしれない。高齢者介護とは似て非なる業界だと思う

が、一緒くたにされたり、イメージしづらい露出しかされていないこともあると感じている。新聞でも、超高齢社会の高齢者介護

については書かれているが、障害者支援に関して言及される機会はずっと少ないように思う。 

 また、資格の取得が従事の条件というのがとても大きな制限で、学生にとっては資格取得への出費も大変で、経験のな

い仕事で継続できるか分からない状態で、資格を取るという考えには殆ど至らないと思う。身近に経験のある家族や友人

がいて、その影響を受けて資格を取ろうと思う人が圧倒的に多いのではないか。 

 やはり、業界自体の露出が少ないことが大きいと思う。「高齢者介護はきつくて安い仕事」というイメージになっているが、

障害者支援の仕事はイメージ以前に周知されていないのが現状だと思う。私の場合は、ネットで偶然に見つけた職場で、

未経験でも事業所が資格取得の支援をしてくれたことが大きいと思う。 

 行政機関に対し、資格が取得しやすくなるような支援を行うこと、また障害者支援のヘルパーに興味をもつ人を増やすた

めに業界の露出を積極的に行うことなど、利用者から声を大きく上げることも必要だと思う。殆どの事業所は、人材の確保

や資金面に大変苦労している。そして体力のない小さな事業所も多く、尚更、人的にも給与的にも構造不況の側面が大き

いと感じる。事業所だけの努力ではどうにもならない部分もあり、事業所と利用者との協力で人員確保に進まなければなら

ない状況だと思う。ただ、悲観的なことばかりでは決してないと思う。給与水準が低いというのは 1つの理由だが、圧倒的な

主因だとは思わない。メジャーな仕事ではないというのが、とても大きい理由だと思う。不況の今、シャニムニ仕事をしても疲

弊するばかりで、働く意義が見つけられない人も少なくないと感じる。自分のように金銭的なことより、働けている実感が涌く

仕事を選択したいという価値観の若者は、昔より随分増えていると思う。「贅沢の仕方を知らない若者」、「草食系」とか、新

聞などで若者が揶揄されているが、「それなりの生活さえできていれば、給与が多少少なくても、やりがいのある仕事を選びた

い」という若者も少なくないと思う。介護業界は昨今では「ブラック企業•業界」と言われることもあるようだが、イメージ先行で、

現場の実情があまり知られていない。やりがいのある仕事を探している人だと、なおのこと先入観で介護業界を避けている

可能性もあるのではないかと思うこともある。 

 私自身、利用者の皆さんとのお話しも楽しいし、夜勤でもそれなりの仮眠できることもあるなど、実際に経験しないと分から

ないことが沢山あると思う。そこに飛び込んで来て貰える間口を広げたり、どんどん表に出て行く必要があるのではないかと感

じている。例えば、ネットで現場の様子を紹介するのも面白いのかもしれないと思う。  

 ★今回の取材に、快く回答を頂いた３名のヘルパーさん、ありがとうございました。 

●積極的な●積極的な●積極的な●積極的なＰＲＰＲＰＲＰＲを！を！を！を！    

    さて３名のヘルパーさんのお話の中で、A さんと C さんが、障害者支援のヘルパーのことを全く知らなかったこと

には驚きました。私が小さかった３０年ぐらい前は、重度の身体障害児は養護学校（現在の特別支援学校）でしか

受け入れてもらえず、現在のように地域の学校に通学できることは殆どなく、身近で障害児との交流が無く育ってき

た人が多くおられると思います。一方ヘルパーB さんは、友人に障害当事者がいて自然にヘルパーになっていたと

の話を聞いて、やはり小さいときから友達や知り合いに障害当事者がいて、その障害当事者の生活に関わることに

よって、障害者支援のヘルパーの仕事に興味をもてるのだと思いました。そこから、ヘルパーの仕事が脚光を浴び、

ひいては、障害者市民の支援のヘルパーさんの不足が解消できるのではないか？と思いました。 

 さて、読者の皆さんはどう思われましたでしょうか？ぜひご意見やご感想などを、お聞かせいただけたら幸いです。

それでは、次回もお楽しみに。 

担当、髙田担当、髙田担当、髙田担当、髙田    浩志浩志浩志浩志    
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平成２平成２平成２平成２4444 年度障害者問題連続講座の報告年度障害者問題連続講座の報告年度障害者問題連続講座の報告年度障害者問題連続講座の報告        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回目（2012年 12月 7日）は、参加者 118名、NPO法人発達障害をもつ大人の会代表、大阪府

若者サポートステーション ピアワークサポーターの広野ゆい氏広野ゆい氏広野ゆい氏広野ゆい氏から「大人の発達障害当事者から見た「大人の発達障害当事者から見た「大人の発達障害当事者から見た「大人の発達障害当事者から見た

現状と生活支援・就労支援～より良い社会生活をするために～」現状と生活支援・就労支援～より良い社会生活をするために～」現状と生活支援・就労支援～より良い社会生活をするために～」現状と生活支援・就労支援～より良い社会生活をするために～」とのテーマでお話をしていただいた。 

発達障害者支援法により、発達障害者への福祉的援助が開始されたが、現在も支援センターへの相談

は非常に多く寄せられている状況。発達のでこぼこがあっても、周囲の環境に適応していれば診断され

ない。環境への適応障害が、例えば、学生から社会人になってから加わることで、診断につながること

も多い。発達障害者が増えていると言われるが、現代は、それだけ適応しにくい社会環境となっている

とも言える。自身が発達障害の診断を 10 年前に受けた時、それまでの生きづらさの理由を知ることが

できてホッとした。障害がなければ普通にできることが、自分は頑張ってようやく出来たり、出来なか

ったりすることがあり、そのことで自己肯定感を持ちにくかった。セルフヘルプグループを通じて、客

観的に自分を見る目を持ち、障害の受容とコントロールにつなげる。 

 

第 2回目（2013年 2月 1日）は、参加者 101名、目白大学保健医療学部作業療法学科准教授、NPO

法人地域精神保健福祉機構・コンボ ACT-IPSセンターの香田真希子氏の香田真希子氏の香田真希子氏の香田真希子氏より、「精神障害のある人のリカ「精神障害のある人のリカ「精神障害のある人のリカ「精神障害のある人のリカ

バリーとバリーとバリーとバリーと IPS（個別就労支援）～働くことの意味～」（個別就労支援）～働くことの意味～」（個別就労支援）～働くことの意味～」（個別就労支援）～働くことの意味～」とのテーマでお話をしていただいた。 

精神医療におけるリカバリーとは、「病気や障害を持ちながらも、働き、自分が望む場所に住み、楽し

み、人と交流し、当たり前の生活、自分の望む生活・生き方をしていくこと」である。このリカバリー

の重要な要素である就労について、IPSモデルを実践している。これは、「どんなに重い精神障害を持つ

人々であっても、本人に働きたいという希望があれば、本人の興味、技能、経験に適合する職場で働く

ことで有益な効果を得ることができ、就労自体が治療的であり、リカバリーの重要な要素となる」とい

う信念に基づいた EBP プログラム。施設内でのトレーニングやアセスメントは最小限とし、敏速に職

場開拓を実施することで、保護的施設から、地域や職場へ出て、短期間・短時間でも一般就労をめざし、

その経験をハイサポートによりプラスの経験に変えるもの。 

 

第 3回目（2013年 3月 15日）は、参加者 119名、豊能障害者労働センター職員の新居良氏新居良氏新居良氏新居良氏、株式会

社桜ほのぼの苑代表取締役の杉林佳治氏杉林佳治氏杉林佳治氏杉林佳治氏、箕面東部自立センターZER0 の家職員の中岡努氏中岡努氏中岡努氏中岡努氏、箕面市障

害者雇用支援センター職員の武内将仁氏武内将仁氏武内将仁氏武内将仁氏の 4名から、「障害のある人が働くこととは～箕面市内での様々「障害のある人が働くこととは～箕面市内での様々「障害のある人が働くこととは～箕面市内での様々「障害のある人が働くこととは～箕面市内での様々

な取組みから～」な取組みから～」な取組みから～」な取組みから～」とのテーマでお話をしていただいた。 

株式会社桜ほのぼの苑は、就労継続 A型事業所として、2012 年７月から箕面市で事業開始。定員 30

名で、作業は、家庭用雑貨品のケース入れや袋詰め、製造年月日の刻印入れ等。 

箕面東部自立センターZER0の家は、前身の小規模作業所から、2012年 4月に就労継続 B型事業所に

制度移行をして運営。定員は 15名で、小野原地区でリサイクル事業や印刷事業を展開。 

箕面市障害者雇用支援センターは、前身の障害者雇用支援センターから、2009年 4月に就労移行支援

事業所に制度移行をして運営。定員は 20名、2年間の期限で一般就労をめざす。 

豊能障害者労働センターは、箕面市障害者事業所制度で運営する、４箇所ある事業所のひとつ。1982

年に設立し、リサイクル事業や通信販売、福祉ショップ、食堂、点訳事業をおこなっている。 
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それぞれの役割 ～リサイクル部門から～ 
 

箕面市障害者事業団で働く障害者職員一人一人にスポット

をあて、ご紹介していく“働く顔”。今回はリサイクル部門で

カン・ビンの選別作業をしている高村俊治さんについて取り

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆働きはじめた頃働きはじめた頃働きはじめた頃働きはじめた頃 

 作業内容は、毎日同じスケジュールで稼動するベルトコンベアの前に立ってビンを投げる作業を繰り返

すという、定型的なものなので、しっかりと取り組むことができていました。 

職場の仲間とのコミュニケーションは、会話や絵、日記を通じてとるのですが、どうしても一方的にな

ってしまうことが多くありました。そして、高村さんは相手の特徴をつかむのが上手なので、同僚の似顔

絵をよく書いていましたが、たまに相手が嫌がる特徴を強調してしまい、トラブルになることもありまし

た。 

◆◆◆◆現在現在現在現在 

 作業では、高村さんには透明色のビンを長く担当してもらっ

ていましたが、透明色以外の茶色とその他の色の選別にチャレ

ンジしてもらうと、どの色でも選別が出来るようになりました。 

 休みの日は、ひとりで、決まった場所に出かけますが、はじ

めはガイドヘルパーを利用して、過去に利用したことがある場

所に出かけることから始めて、出かける距離を少しずつ延ばし

たそうです。親の会

のリクレーションクラブへの参加も楽しみのひとつです。 

就職前の工賃では、こづかいを捻出できませんでしたが、今

は、給料から一定額をこづかいとして、その額の範囲内でのや

りくりができるようになりました。これからの自分や家族が生

活するための金銭面を心配することがありますが、家族で話し

合い、給料等でまかなっていく見通しを持つことで納得ができ

たようです。これが働き続けるモチベーションにもつながって

いるのかもしれません。 

 

 
 

◇プロフィー◇プロフィー◇プロフィー◇プロフィールルルル◇◇◇◇    

平成 4年（1992年）7月に就職し、勤続 21年

になる高村さんです。仕事は箕面市立リサイクル

センターでのカンとビンの選別作業、グループホ

ームで生活しています。 

箕面市で産まれて、地元の小・中学校、箕面支

援学校を卒業した後、障害者事業団に就職するま

では、箕面市立あかつき園に通って、カーペット

クリーナーの袋詰めの作業などをしていました。 

 

働働くく顔顔  
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【編集後記】【編集後記】【編集後記】【編集後記】    

 8月 11日（日曜日）、尾池良行 前理事長への感謝の集いを、箕面市立障害者福祉センターさ

さゆり園にて開催した。 

 当事業団の岡猛博理事長の開会挨拶、倉田哲郎箕面市長様、上田春雄市議会議長様の来賓ご

挨拶に続き、神代繁近市議会副議長様の乾杯でスタートした。 

 和やかな懇談と平行しての「思い出の映像上映」では、尾池 前理事長が副理事長に就任され

た平成 2 年（1990 年）、理事長になられた平成 4 年（1992 年）以降の懐かしい場面が次々と

映し出された。 

 その後、参加者からのお言葉、花束・記念品贈呈に続き、尾池 前理事長にご挨拶を頂き、最

後に、当事業団の工藤寛士副理事長（大阪船場繊維卸商団地協同組合 専務理事）が閉会挨拶を

行って、幕を閉じた。 

 

 尾池 前理事長さんは、箕面

商工会議所会頭をはじめ、全

国的な商業団体の役職も歴任

された方であるが、いつも私

たち職員に気さくに接して頂

いていた。 

 私が思い出に残っているこ

とのひとつに、平成 2 年度

（1990年度）に行った箕面市

内事業所アンケート調査のこ

とがある。 

 市内事業所に、障害者雇用

や実習受け入れに際しての意向を聞くものだったが、尾池 前理事長のおかげで円滑に実施する

ことができた。 

 その結果としての平成 3 年度（1991 年度）からの職場実習事業であり、それが平成 8 年度

（1996年度）開所の箕面市障害者雇用支援センターにつながったのである。 

 改めて、その存在の大きさと、ご尽力に心から感謝を申し上げたい。 

 そして、岡理事長の新体制のもと、さらに発展をさせていきたいと思う。   （栗原） 
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【主催】箕面市

【運営】一般財団法人箕面市障害者事業団
《TEL》072-723-1210《FAX》072-724-3383
《WEB》http://www.minoh-loop.net/

【参加ご案内】
・参加申し込み不要、参加費無料。
・手話通訳、要約筆記、点字資料あります。
・一時保育有 (10 日前までに要予約。詳細問合せ下さい）
・駐車スペースに限りがありますので、
   　　　　ご来場の際は公共交通機関をご利用願います。

箕面市役所

至 171 号線

牧落交差点

阪
急

　
　

箕
面
線

牧落駅

ささゆり園

北

【会場案内】 箕面市立障害者福祉センター「ささゆり園」
箕面市西小路 3-9-9（阪急牧落駅より約 1km）

第　　回1

第　　回2

第　　回3


